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一
人
オ
ー
ナ
ー
会
社
に
か
か
る
税
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一
人
オ
ー
ナ
ー
会
社
に
か
か
る
税
制
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

�

一
人
オ
ー
ナ
ー
会
社
に
対
す
る
措
置
（
特
殊
支
配
同
族
会
社
の
役
員
給
与
の
損
金
算
入
制
限
措
置
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
の
適
用
実
績
を
問
う
。

�

制
度
創
設
時
の
目
的
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
「
一
人
オ
ー
ナ
ー
会
社
の
設
立
を
認
め
る
「
会
社
法
の
改
正
」
に
対
応
し
て

の
節
税
を
防
止
す
る
」
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
課
税
実
績
は
、
既
設
会
社
へ
の
適
用
例
が
ほ
と
ん
ど
と
聞
く
。
制
度
創
設
時

の
説
明
と
運
用
に
齟
齬
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。


